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　本説明書においては、本公開買付けに関してＵｒｓａ ４株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2026年６

月15日付で関東財務局長に対して提出した公開買付届出書に記載された事項（公開買付開始公告に記載すべき事項を除

きます。）を省略しております。本説明書に記載されている事項のほか、本公開買付けに関する具体的事項について

は、本公開買付けに係る公開買付届出書をご参照ください。

　本公開買付けに係る公開買付届出書の内容は、金融庁の電子開示システム（EDINET）において閲覧することができま

す。閲覧方法は以下のとおりです。

①　下記のURLより金融庁の電子開示システム（EDINET）へアクセス

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/

②　「書類簡易検索」画面において、提出者名（Ｕｒｓａ ４株式会社）またはEDINETコード（E41934）を入力、書

類種別「その他の書類種別」を選択の上、「検索」を押下

③　表示される検索結果の中から、提出書類「公開買付届出書」を選択

公 開 買 付 説 明 書

　本説明書により行う公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。そ

の後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第二章の二第一節の規定の適用を受けるものであり、本説明書は法第

27条の９の規定により作成されたものであります。
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公開買付者の氏名又は名称　　　Ｕｒｓａ ４株式会社

公開買付者の住所又は所在地　　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング12階

１．公開買付けの目的

　公開買付者は、2026年６月12日、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場している株式会社ジェイ・エス・ビー

（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）の全て（本新株予約権（下記「２．

公開買付けの内容」の「(2）買付け等を行う株券の種類」の「②　新株予約権」において定義します。以下同じで

す。）の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全て

を取得することにより、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を完全子会社化することを目的とした一連の取引

の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

　公開買付者は、本公開買付けを通じて対象者株式の全て（本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、

対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを所有することを主たる目的として2026年５月25日

に設立された株式会社です。本公告日現在において、公開買付者の発行済株式の全てはＵｒｓａ ３株式会社（以下

「公開買付者中間持株会社」といいます。）によって、公開買付者中間持株会社の発行済株式の全てはＵｒｓａ ２株

式会社（以下「公開買付者持株会社」といいます。）によって、公開買付者持株会社の発行済株式の全てはＵｒｓａ 

１株式会社（以下「公開買付者最終持株会社」といいます。）によって所有されております。本公告日現在において、

公開買付者最終持株会社の発行済株式の全ては、Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ ＬＬＣ又はその関係者（各関連ファン

ド、ビークル及びエンティティを含みます。）によりその持分の全てを間接的に所有されている、ケイマン諸島法に基

づき2026年５月12日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるＵｖｉｔｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌ．Ｐ．

（以下「ＷＰ持株ビークル」といいます。）が直接所有しております。なお、本公告日現在、公開買付者、公開買付者

中間持株会社、公開買付者持株会社、公開買付者最終持株会社、及びＷＰ持株ビークルは、いずれも対象者株式及び本

新株予約権を所有しておりません。

　本公開買付けに際し、公開買付者は、2026年６月12日付で、対象者の元代表取締役会長であり筆頭株主である岡靖子

氏（以下「岡氏」といいます。）、及び、岡氏の資産管理会社であり対象者の株主であるＯＭインベストメント株式会

社（以下「ＯＭインベストメント」といいます。）との間で、公開買付応募契約（以下「本応募契約（岡家）」といい

ます。）を締結し、岡氏が所有する対象者株式の全て（所有株式数：7,187,800株、所有割合（注１）：33.83％）、及

び、ＯＭインベストメントが所有する対象者株式の全て（所有株式数：1,140,000株、所有割合：5.37％）について本

公開買付けに応募することを合意しております。加えて、公開買付者は、2026年６月12日付で、光通信株式会社（所有

株式数：267,900株、所有割合：1.26％。以下「光通信ＫＫ」といいます。）、光通信ＫＫ投資事業有限責任組合（所

有株式数：1,219,700株、所有割合：5.74％。以下「ＫＫＬＰＳ」といいます。）、ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２投資事

業有限責任組合（所有株式数：1,579,600株、所有割合：7.44％。以下「ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２」といいます。）

及び株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３（所有株式数：1,025,400株、所有割合：4.83％。以下「ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒ

ｓ ３」といい、光通信ＫＫ、ＫＫＬＰＳ及びＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２と併せて、以下「光通信グループ」といいま

す。）との間で、公開買付応募契約（以下「本応募契約（光通信グループ）」といいます。）を締結し、光通信グルー

プが所有する対象者株式の全て（所有株式数：4,092,600株、所有割合：19.26％）について本公開買付けに応募すると

ともに、ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３が無限責任組合員であるＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３投資事業有限責任組合（以下

「ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３ ＬＰＳ」といいます。）が所有する対象者株式の全て（所有株式数：1,800株、所有割

合：0.01％）について本公開買付けに応募させるよう実務上可能な範囲で最大限努力することを合意しております。本

応募契約（岡家）及び本応募契約（光通信グループ）の概要につきましては、本公開買付けに関して公開買付者が2026

年６月15日に提出する公開買付届出書（以下「本公開買付届出書」といいます。）の「第１　公開買付要項」の「４　

買付け等の目的」の「(6）公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。

（注１）　「所有割合」とは、対象者が2026年６月12日に公表した「2026年10月期　第２四半期（中間期）決算短信

〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2026年４月30日現在の発行

済株式総数（21,961,200株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（794,124株）（対象者決算短

信に記載された同日現在の対象者の自己株式数（888,178株）には、対象者の取締役を対象として対象者が

実施している業績連動型株式報酬制度である役員報酬ＢＩＰ（Ｂｏａｒｄ Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ Ｐｌａｎ）

信託の信託財産として、同日現在において三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が日本マスタートラスト信託銀行株

式会社の名義で所有する対象者株式70,800株（以下「ＢＩＰ信託所有株式」といいます。）、及び、対象者

の従業員を対象として対象者が実施している「株式付与ＥＳＯＰ（Ｅｍｐｌｏｙｅｅ Ｓｔｏｃｋ Ｏｗｎｅ

ｒｓｈｉｐ Ｐｌａｎ）信託」の信託財産として、同日現在において三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が日本マ

スタートラスト信託銀行株式会社の名義で所有する対象者株式23,254株（以下「ＥＳＯＰ信託所有株式」と
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株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

普通株式 21,244,676（株） 14,109,500（株） ―（株）

合計 21,244,676（株） 14,109,500（株） ―（株）

いいます。）が含まれていることから、ＢＩＰ信託所有株式及びＥＳＯＰ信託所有株式に係る株式数を控除

した株式数を記載しております。以下同じです。）を控除した株式数（21,167,076株）に、対象者から同日

現在残存するものと報告を受けた本新株予約権（388個）の目的となる対象者株式数（77,600株）を加算し

た数（21,244,676株。以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。）に占める割合（小数点以下第三位を

四捨五入。）をいいます。

２．公開買付けの内容

(1）対象者の名称

株式会社ジェイ・エス・ビー

(2）買付け等を行う株券等の種類

①　普通株式

②　新株予約権

2016年10月14日開催の対象者株主総会の決議及び2016年10月28日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行さ

れた第２回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は2018年11月１日から2026年９月30日

まで）

(3）買付け等の期間

①　届出当初の期間

2026年６月15日（月曜日）から2026年７月27日（月曜日）まで（30営業日）

②　対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

　該当事項はありません。

③　期間延長の確認連絡先

　該当事項はありません。

(4）買付け等の価格

①　普通株式１株につき金9,000円

②　本新株予約権１個につき金1,735,000円

(5）買付予定の株券等の数

　（注１）　本公開買付けに応じて応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限

（14,109,500株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付

予定数の下限（14,109,500株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

　（注２）　単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請

求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあり

ます。

　（注３）　本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

　（注４）　本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公

開買付者が取得する可能性のある対象者の株券等の最大数21,244,676株を記載しております。当該最大数

は、潜在株式勘案後株式総数（21,244,676株）です。

　（注５）　本公開買付けの買付け等の期間（以下「本公開買付期間」といいます。）の末日までに本新株予約権の行使

により交付される対象者株式も本公開買付けの対象としております。
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(6）応募の方法及び場所

①　公開買付代理人

大和証券株式会社　　東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

②　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主

等」といいます。）は、公開買付代理人の本店又は全国各支店（以下、公開買付代理人にて既に口座をお持ちの場

合には、お取引支店といたします。）において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付

期間末日の16時までに応募してください。但し、本店又は全国各支店によって営業時間が異なりますので、予めご

確認の上、応募してください。

（ⅰ）オンライントレード（公開買付代理人に口座をお持ちのお客さま専用のオンラインサービス）にて公開買付

期間末日の16時までに手続を行ってください。

　なお、オンライントレードによる応募（https://www.daiwa.jp/onlinetrade/）には、応募株主等が公開買

付代理人に設定した応募株主等名義の口座におけるオンライントレードのご利用申込（注）が必要です。

　なお、オンライントレードによる応募は個人の場合に限り、法人の場合はご利用いただけません。また、オ

ンライントレードでは単元株式のみ申込可能です。単元未満株式を含めてお申込みの場合は、お取引支店での

受付になります。

（注）　オンライントレードのご利用には、お申込みが必要です。

・ダイワ・カードをお持ちの場合：オンライントレードのログイン画面より新規申込を受付しており

ます。お申込日の翌営業日からご利用いただけます。

・ダイワ・カードをお持ちでない場合：お取引支店又は大和証券コンタクトセンターまでご連絡くだ

さい。

（ⅱ）郵送若しくは公開買付代理人の本店又は全国各支店での応募受付をご希望される場合（オンライントレード

による応募をご利用できない場合を含みます。）においては、所定の公開買付応募申込書に所要事項を記載

し、公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込書を郵送又は来店の上、公開買付期間末日の16

時までに応募してください。但し、郵送の場合は、公開買付応募申込書が公開買付期間末日の16時までに到達

することを条件とします。また、本店又は全国各支店によって営業時間が異なりますので、予めご確認の上、

応募してください。

※公開買付代理人では、サービス品質向上のため、ご来店の際は事前のご予約をお願いしております。詳しく

は、公開買付代理人のホームページ（https://www.daiwa.jp/seminar/collect/store_consult/）をご確認

ください。

③　本公開買付けに係る対象者株式の応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口

座（以下「応募株主口座」といいます。）に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。

そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録

されている場合（対象者の株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記

録されている場合を含みます。）は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了

している必要があります。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した

応募の受付は行われません。

④　本公開買付けに係る本新株予約権の応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、新株予約権者の請

求により対象者から発行される「譲渡承認通知書」、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の

請求により対象者又は名簿管理人から発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開買付けの

成立を条件とする新株予約権原簿の名簿書換えの請求に必要な書類を、それぞれ公開買付代理人にご提出いただく

必要があります。

⑤　応募の際に個人番号（法人の場合は法人番号）及び本人確認書類が必要となる場合があります。（注１）（注

２）

⑥　外国の居住者である株主等（法人の株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本国内

の常任代理人を通じて応募してください（常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの

「写し」をいただきます。）。
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個人番号確認書類 本人確認書類

Ａ 個人番号カード（裏）

個人番号カード（表）

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合は、「個人番号カード（表）」

に加えて、ａ又はｂのうち、いずれか１種類

Ｂ 通知カード

ａのいずれか１種類、又はｂのうち２種類

（但し、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で２種類とすること

はできません。）

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合はａ又はｂのうち、いずれか２

種類（但し、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で２種類とす

ることはできません。）

Ｃ
個人番号記載のある住民票の写し

又は住民票の記載事項証明書
ａ又はｂのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の１種類

Ａ 法人番号確認書類
・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類

Ｂ 法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

（名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの）

Ｃ お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード（表）又は

・上記個人の場合の本人確認書類（ａのいずれか１種類、又はｂのうち２種

類）

⑦　個人の株主等の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費との差額は、株式等の譲渡所得等に関する申

告分離課税の適用対象となります。（注３）

⑧　対象者の株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている株

券等を応募する場合の具体的な振替手続（応募株主口座への振替手続）については、公開買付代理人にご相談いた

だくか、又は口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社にお問い合わせください。（注４）

（注１）　本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類の原本のご提示

が必要になります（法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担

当者（取引担当者）」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたってい

ることの確認が必要になります。）。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお

尋ねください。

・個人の場合

下記、Ａ～Ｃいずれかの書類をご提出ください。

ａ　顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート（住所記載欄のない新型パスポート（2020年２月４日以降に発給申請し交付されたパス

ポート）は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいた

します。）、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

ｂ　顔写真のない本人確認書類

・発行から６ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

国民年金手帳（氏名・住所・生年月日の記載があるもの）、各種福祉手帳等

・法人の場合

下記Ａ～Ｃの確認書類をご提出ください。

・外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住

者の本人確認書類に準じるもの等（自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法人

の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。）
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（注２）　取引関係書類の郵送について

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵

送させていただきます。

（注３）　株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について（個人の株主等の場合）

個人の株主等の方につきましては、株式等の譲渡には、申告分離課税が適用されます。税務上の具体的な

ご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

（注４）　特別口座からの振替手続

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人

に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

(7）買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

大和証券株式会社　　東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

(8）決済の開始日

2026年８月３日（月曜日）

(9）決済の方法及び場所

　公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主

等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。

　買付け等は現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日

以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金する

か（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いしま

す。

(10）株券等の返還方法

　下記「(11）その他買付け等の条件及び方法」の「①　法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」及

び「②　公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき株券等の全部

の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日（公

開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した

応募株主口座の状態に戻すことにより返還します。

(11）その他買付け等の条件及び方法

①　法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容

　応募株券等の総数が買付予定数の下限（14,109,500株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行い

ません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（14,109,500株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行

います。

②　公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

　金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。）第14条第

１項第１号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第３号イ乃至チ及びヌ、第４号並びに第５号並びに同条第２項第３号乃至第６

号並びに発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の

改正を含みます。以下「府令」といいます。）第26条第４項第３号乃至第５号及び第７号に定める事項のいずれか

が発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第１項

第１号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者の業務執行を決定する機関が、本公

開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当（株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者

の最近事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産の帳簿価額の10％に相当する額（3,815,548千円

（注））未満であると見込まれるものを除きます。）を行うことについての決定をした場合（具体的な剰余金の配

当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みま

す。）又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び②対象者の業務執行

を決定する機関が、自己株式の取得（株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最

近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10％に相当する額（3,815,548千円）未満であると

見込まれるものを除きます。）を行うことについての決定をした場合をいいます。これは、かかる決定が行われた

場合、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となると考えられるた

めです。また、令第14条第１項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過
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去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠

けていることが判明した場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合を

いいます。

　なお、本公開買付届出書の「第１　公開買付要項」の「７　株券等の取得に関する許可等」の「(2）根拠法令」

に記載のとおり、本公開買付期間（延長した場合を含みます。）の末日の前日までに、(ⅰ)公正取引委員会に対す

る事前届出に対して、公正取引委員会から、対象者株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の

排除措置命令の事前通知を受けた場合、措置期間が終了しない場合、又は独占禁止法第10条第１項の規定に違反す

る疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合、(ⅱ)外為法第27条第１項及び第28

条第１項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しな

いかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買

付者が対象者株式及び本新株予約権を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投

資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合、又は(ⅲ)(a)2010年連邦競争消費者法セクション51ＡＢＶの定め

による免除決定を受領できなかった場合で、本公開買付けについて本クリアランス決定がなされず、若しくは当該

申請についてＣＣＡ第51ＡＢＦ条第２項に基づく審査の対象から除外されなかった場合若しくは(b)免除決定につ

いて本公開買付けの期間満了前に撤回、取消し又は不利益な変更がなされた場合には、令第14条第１項第４号の

「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末

日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行い

ます。

（注）　発行済株式総数及び自己株式数に変動がないとすると、１株当たりの配当額は181円に相当します（具体

的には、対象者が2026年１月26日に提出した第37期有価証券報告書に記載された2025年10月31日時点の対

象者の単体決算における純資産額38,155,488千円の10％に相当する額である3,815,548千円（千円未満を

切り捨てて計算しています。）を、対象者決算短信に記載された2026年４月30日現在の対象者の発行済株

式総数（21,961,200株）から同日現在の対象者が所有する自己株式数（794,124株）を控除した株式数

（21,167,076株）で除し、１円未満の端数を切り上げて計算しております。）。

③　買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

　法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った場合

には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の

価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間

末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行

います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後

の買付け等の価格により買付け等を行います。

④　応募株主等の契約の解除権についての事項

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の

解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、以下の①又は②の手続により、契約の解除を行ってくださ

い。

Ａ）オンライントレード上の操作により契約を解除する場合は、当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期

間末日の16時までに解除手続を行ってください。

なお、オンライントレード取扱銘柄については、お取引支店で応募された契約の解除も、オンライントレード

上の操作による解除手続を行うことが可能です。但し、単元未満株を含めて契約の解除をお申込みの場合は、

お取引支店での受付になります。

Ｂ）郵送若しくは公開買付代理人の本店又は全国各支店で契約を解除する場合は、所定の解除書面に所要事項を記

載し、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面を郵送又は来店の上、公開買付期間末

日の16時までに契約を解除してください。但し、郵送の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到

達することを条件とします。また、本店又は全国各支店によって営業時間が異なりますので、予めご確認の

上、解除してください。なお、オンライントレードで応募された契約の解除も、解除書面の郵送又は来店によ

る解除手続を行うことが可能です。

※公開買付代理人では、サービス品質向上のため、ご来店の際は事前のご予約をお願いしております。公開買

付代理人のホームページ（https://www.daiwa.jp/seminar/collect/store_consult/）にて詳細をご確認く
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ださい。

解除書面を受領する権限を有する者：

大和証券株式会社　　東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

（その他の大和証券株式会社全国各支店）

　なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはあり

ません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募

株券等は手続終了後速やかに上記「(10）株券等の返還方法」に記載の方法により返還します

⑤　買付条件等の変更をした場合の開示の方法

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条第２項により禁止される場合を除き、買付条

件等の変更を行うことがあります。

　買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲

載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により

公表し、その後直ちに公告を行います。

　買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等に

より買付け等を行います。

⑥　訂正届出書を提出した場合の開示の方法

　公開買付者が公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出した場合（但し、法第27条の８第11項但書に規

定する場合を除きます。）は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係

るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開

買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の

範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面

を応募株主等に交付する方法により訂正します。

⑦　公開買付けの結果の開示の方法

　本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法

により公表します。

⑧　その他

　本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵

便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレック

ス及び電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引所施

設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本

公開買付けに応募することはできません。

　また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵

送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制

限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

　本公開買付けへの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下

の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

　応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本

公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国

に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書

の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシ

ミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）又は米国内

の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者では

ないこと（当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。

３．公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

Ｕｒｓａ ４株式会社　　　 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング12階

株式会社東京証券取引所　　東京都中央区日本橋兜町２番１号
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